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利尻町災害廃棄物処理計画の一部改正に伴う新旧対照表 

凡例・・・赤字：改正箇所 

章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

1 1.4 4 １．４ 対象とする災害 

(1)  地震被害 

ア 利尻町周辺における地震、津波の発生状況 

宗谷地方は、北海道の中でも地震の少ない地域である。北海道日本海側沿岸に影響を及ぼした過去の地 

震津波・災害を見ると、1940 年（昭和 25 年）の観測開始以来、主な津波は５回程度で、震害はほとんどな 

かった。最近では、1993年７月 12 日に発生した「北海道南西沖地震」で 80 ㎝、2024 年１月１日に発生し 

た「能登半島地震」で 23㎝の津波を沓形港でそれぞれ観測した。 

イ 本町に影響を及ぼすおそれのある地震 

北海道は、道の「地震防災対策における減災目標策定に関するワーキンググループ」において検討を行 

い、2017 年に「北海道日本海沿岸の津波浸水想定」で設定した、１５断層モデルの被害想定を令和７年度 

中に公表することを受けて、利尻町地域防災計画を改正するとともに本計画においても、以下のとおりと 

する。 

【想定する断層モデル】 

 北海道が想定する断層モデルは１５であり、利尻町に被害をもたらすとされる断層モデルは６とされ、被害想 

定が公表された。 

 

 

１．４ 対象とする災害 

（１）地震被害 

本計画では、「北海道防災計画（地震・津波防災計画編）【令和２年 12月】」に記載されている、本町における被害想定を基

に、表１．４．１に地震被害想定を示す。 

また、観光シーズンでは観光客の避難者も生じることから、別紙資料編の資料-22 に示す方法にて観光客の避難者推計を行

う。 

表 1.4.1 想定する災害（地震） 

項  目 内  容 

想定地震 北海道北西沖 

（沿岸側）の地震 

北海道北西沖 

（沖側）の地震 

最大震度 ７ ７ 

建
物
被
害 

全壊 ５４戸 ２４４戸 

半壊 ６７戸 １２５戸 

床上浸水 ５３戸 ６７戸 

床下浸水 ７０戸 １１２戸 

津波浸水面積 １，２９０㎡ ２，５５０㎡ 

避難者数 ４５０人 １，０１１人 

出典：北海道防災計画（地震・津波防災計画編）【令和２年 12月】及び利尻町防災情報室資料を基に作成 

注１）建物被害は「構造物の効果なし」の場合における最大被害値として想定 

注２）北海道及び利尻町の地域防災計画では避難者数が示されていないが、本計画では被害推計を行うため、※１のとおり設 

定している 

※１ 建物被害数（全項目）×平均世帯人数（令和４年４月末人口÷令和 4年 4 月末世帯数） 

＝避難者数 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編）【令和 2 年 12月】を基に作成 

図 1.4.1 対象とする地震の発生位置図 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

 

重 要 

北海道北西沖の地震 

 

〈利尻町に被害をもたらすとされる地震(断層モデル)〉 

① Ｆ０１ 

② Ｆ０２Ｆ０３(連動) 

③ Ｆ０３Ｄ 

④ Ｆ０６ 

⑤ Ｆ０６Ｄ 

⑥ Ｆ０９ 

 

〈最も被害が甚大な断層モデル〉 

Ｆ０２Ｆ０３(連動) 

 

〈最大津波高〉 

９．７ｍ 

 

〈最大津波到達時間〉 

７分 

 

 
〈サロベツ断層帯について〉 

サロベツ断層帯は、天塩郡豊富町から同郡天塩町に至 

る断層帯で、全体の長さは約 44 ㎞、おおむね北北西－南 

南東方向に延びている。本断層帯については、最新活動 

時期を特定できていないため、将来における地震発生の 

可能性について十分な検討ができない段階にあり、国に 

おいても、過去の活動履歴に結びつく資料の蓄積に努め 

ているところである。 

(サロベツ断層帯の長期評価の概要) 

 

 

断層モデル 
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章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

   【震度分布】 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建物被害は、全体で 700 棟弱～800棟強の全壊が生じ、特に稚内市では 400 棟弱～450 棟強の全壊被害が発生する。 

 

【海溝型地震【北海道北西沖（沖側）】 

・礼文島の西海岸で 10ｍを超える津波が到達するほか、津波水位が礼文島全海岸、利尻島、増毛町で５ｍを超え、石狩市

以北で３ｍ以上になる。１ｍ以上の水位上昇が生じる時間は、最も早い礼文島で 30 分前後となる。 

・人的被害は、避難意識が低い場合で、構造物の効果がある場合には 60～220 人、構造物の効果がない場合には 90～270 人

の死者が発生し、特に石狩市、小樽市、礼文町で被害が大きい。 

・建物被害は、構造物の効果がある場合には 900 棟強の全壊が発生し、特に礼文町では 400 棟を超える全壊が発生する。

構造物の効果がない場合では、稚内市で 300 棟強の全壊が発生し、全体では 1,300棟強の全壊が発生する。 
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章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

   【被害想定】 
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対象とする災害 津波浸水面積（㎡） 発生源単位（t/㎡） 津波堆積物（t）

北海道北西沖（沿岸側）の地震 1,290 0.024 31.0

北海道北西沖（沖側）の地震 2,550 0.024 61.2

章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

1 6 8 １． ６ 災害廃棄物の処理の基本的な考え方 

 (5) 地域特性と災害廃棄物処理 

   1) 地域状況による留意点 

本町は、図１．６．１の北海道本土稚内市より西側に位置する。 

本町の地勢や市街地形成の状況を踏まえると、津波の襲来等により集落間のアクセスが崩壊する可能性が 

高く、災害廃棄物の運搬や仮置場整備に際しては、アクセスの確保に留意する必要がある。 

また、本島は国立公園であり、森林が多いことから、倒木や流木等の廃棄物も多くなることが予想され 

る。 

 

１． ６ 災害廃棄物の処理の基本的な考え方 

 (5) 地域特性と災害廃棄物処理 

   1) 地域状況による留意点 

  本町は、図１．６．１の北海道本土稚内市より西側に位置する。 

本町の地勢や市街地形成の状況を踏まえると、津波の襲来等により集落間のアクセスが崩壊する可能性が高く、災害廃 

棄物の運搬や仮置場整備に際しては、アクセスの確保に留意する必要がある。 

また、本島が国立公園であることから、倒木や流木等の廃棄物も多くなることが予想される。 

 

文言の追加 軽 微 

1 7 11 １． ７ 災害廃棄物の発生量の推計 

 （１）地震 

断層モデル F02F03（連動）冬・夜モデルの地震が発生した場合の本町における災害廃棄物発生量について、 

「災害廃棄物対策指針」による発生源単位及び種類別割合を用いて推計を行った。 

推計結果は、表１．７．１に示すとおりである。 

 

表 1.7.1 F02F03（連動）冬・夜モデルの地震による災害廃棄物発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）津波 

津波堆積物の発生量の推計にあたっては、東日本大震災の処理実績を基に設定された発生源単位を用い、想定さ 

れる津波の浸水面積から発生量の推計を行った。 

推計結果は、表１．7．2 に示すとおりである。 

 

表 1.7.2 津波堆積物発生量 

 

 

 

 

（４）避難所ごみ・生活ごみ、し尿の発生量 

避難所ごみ・生活ごみ、し尿の発生量の推計結果は、表１．７．３に示すとおりである。発生した災害や時期に 

より避難者数と在宅者数の割合が変わるため、被災程度や避難状況に応じて収集体制を整える必要があることか 

ら、資料編の資料-25 に示している算出式及び発生源単位を参考に算出を行う。 

 

 

 

 

１． ７ 災害廃棄物の発生量の推計 

（１）地震 

北海道北西沖（沿岸側）及び北海道北西沖（沖側）の地震が発生した場合の本町における災害廃棄物発生量について、 

「災害廃棄物対策指針」による発生源単位及び種類別割合を用いて推計を行った。 

推計結果は、表１．７．１及び表１．７．２に示すとおりである。 

 

表 1.7.1 北海道北西沖（沿岸側）の地震による災害廃棄物発生量 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.7.2 北海道北西沖（沖側）の地震による災害廃棄物発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）津波 

津波堆積物の発生量の推計にあたっては、東日本大震災の処理実績を基に設定された発生源単位を用い、想定される津波

の浸水面積から発生量の推計を行った。 

推計結果は、表１．7．３に示すとおりであり、北海道北西沖（沿岸側）の地震では 31t、北海道北西沖（沖側）の地震で 

は 61t と推計された。 

 

表 1.7.3 津発生量波堆積物 

 

 

 

 

（４）避難所ごみ・生活ごみ、し尿の発生量 

避難所ごみ・生活ごみ、し尿の発生量の推計結果は、表１．７．４に示すとおりである。発生した災害や時期により避難 

者数と在宅者数の割合が変わるため、被災程度や避難状況に応じて収集体制を整える必要があることから、資料編の資料-25 

に示している算出式及び発生源単位を参考に算出を行う。 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 小計 全壊 半壊 小計

被害想定 木造 戸 54 67 53 70 244 0 - 0 244

原単位 t/戸 117 23 4.60 0.62 - 117 - - -

発生量 t 6,318 1,541 244 43 8,146 0 - 0 8,146

可燃物 ％ 1,466 0 1,466

不燃物 ％ 1,466 0 1,466

コンクリートがら ％ 4,236 0 4,236

金属くず ％ 538 0 538

柱角材 ％ 440 0 440

その他 ％ - - 0

合計 ％ 8,146 0 8,146

4.0

0.0

0.0

100.0

52.0

6.6

5.4

0.0

100.0

火災
合計

0.1

64.9

31.0
種類別

発生量

災害廃棄物

発生量

18.0

18.0

項目 単位
揺れ、液状化、津波

全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 小計 全壊 半壊 小計

被害想定 木造 戸 244 125 67 112 548 0 - 0 548

原単位 t/戸 117 23 4.60 0.62 - 78 - - -

発生量 t 28,548 2,875 308 69 31,801 0 - 0 31,801

可燃物 ％ 5,724 0 5,724

不燃物 ％ 5,724 0 5,724

コンクリートがら ％ 16,536 0 16,536

金属くず ％ 2,099 0 2,099

柱角材 ％ 1,717 0 1,717

その他 ％ - - 0

合計 ％ 31,801 0 31,801

災害廃棄物

発生量

項目 単位
揺れ、液状化、津波 火災

合計

種類別

発生量

18.0 0.1

18.0 64.9

52.0 31.0

6.6 4.0

5.4 0.0

0.0 0.0

100.0 100.0

全壊 床上浸水 床下浸水 小計

戸 1,000 67 107 1,174 1,174

原単位 t/戸 117 4.60 0.62 - -

発生量 t 117,000 308 66 117,375 117,375

可燃物 ％ 21,127 21,127

不燃物 ％ 21,127 21,127

コンクリートがら ％ 61,035 61,035

金属くず ％ 7,747 7,747

柱角材 ％ 6,338 6,338

その他 ％ - 0

合計 ％ 117,375 117,375

災害廃棄物

発生量

項目 単位
揺れ、液状化、津波

被害想定

合計

種類別

発生量

18.0

18.0

52.0

6.6

5.4

0.0

100.0

対象とする災害 津波浸水面積（㎡） 発生源単位（t/㎡） 津波堆積物（t）

F02F03（連動） 2,550 0.024 61.2
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章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

   表 1.7.3 避難所ごみ・生活ごみ、し尿の発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.7.4 避難所ごみ・生活ごみ、し尿の発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 8 13 １．８ 既存施設の処理可能量の推計 

（１）焼却処理可能量 

焼却処理可能量は、表１．８．１及び表１・８・２に示すとおりである。最大利用可能量は、被災による処理可 

能量の低下を考慮した修正処理能力により求められる年間処理量（289日稼働）から現状の年間処理量を差し引い 

て推計した。 

既存施設の利尻郡ごみ焼却処理場の場合は、F02F03（連動）モデルでは最大で震度７の揺れが想定されており、 

焼却施設に大きな被害が及ぶことが想定され、処理能力が低下する恐れがある。このため、処理能力の低下リスク 

を最大値として求められた最大利用可能量は、1,925t/年となる。 

なお、処理期間は３年間を目標とするため、表１．８．１に示す災害が発生した場合、施設を最大利用しても処 

理期間が膨大な年数となることから、ほとんどの処理を島外での広域処理により行う必要がある。 

 

（２）埋立処分可能量 

埋立処分可能量は、表１．８．１及び表１．８．３に示すとおりである。施設最大利用可能量は、現施設の一般 

廃棄物最終処分場の残余年数が 9年であることから、残余期間を全て利用する推計とする。 

なお、処理期間は３年間を目標とするため、施設を最大利用しても計算上は処理期間が膨大な年数となることか

ら、ほとんどの処理を島外での広域処理により行う必要がある。 

 

表 1.8.1 各シナリオ・最大利用での処理区分別処理期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．８ 既存施設の処理可能量の推計 

（１）焼却処理可能量 

焼却処理可能量は、表１．８．１及び表１・８・２に示すとおりである。最大利用可能量は、被災による処理可能量の低 

下を考慮した修正処理能力により求められる年間処理量（289 日稼働）から現状の年間処理量を差し引いて推計した。 

既存施設の利尻郡ごみ焼却処理場の場合は、北海道北西沖（沿岸側）の地震及び北海道北西沖（沖側）の地震では最大で震度

7 の揺れが示されており、焼却施設に大きな被害が及ぶことが想定され、処理能力が低下する恐れがある。このため、処理能

力の低下リスクを最大値として求められた最大利用可能量は、1,925t/年となる。 

この場合の処理期間は、北海道北西沖（沿岸側）の地震では約 8 ヶ月、北海道北西沖（沖側）の地震では約 3年となる。 

なお、処理期間は３年間を目標とするため、表１．８．１に示す災害が発生した場合、施設を最大利用する必要があり、そ

れ以外のシナリオは広域処理を行う必要がある。 

 

（２）埋立処分可能量 

埋立処分可能量は、表１．８．１及び表１．８．３に示すとおりである。施設最大利用可能量は、現施設の一般廃棄物最 

終処分場の残余年数が 9 年であることから、残余期間を全て利用する推計とする。なお、本計画で示す災害による最大利用 

可能量は、年間実績値の 1,352t/年でおよその処理が可能であるため、施設の長寿命化を考慮し、年間実績値として推計を行 

う。 

この場合の処理期間は、北海道北西沖（沿岸側）の地震では約１年 1 ヶ月、北海道北西沖（沖側）の地震では約 4年 2 ヶ 

月となる。 

なお、処理期間は３年間を目標とするため、北海道北西沖（沖側）の地震の場合では、施設を最大利用しても処理期間が 

３年間を超えるため、広域処理を行う必要がある。 

表 1.8.1 各シナリオ・最大利用での処理区分別処理期間 

 

 

 

 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

2 3 17 ２．３災害廃棄物処理フロー 

F02F03（連動）モデルの地震の災害廃棄物処理フローを図２．３．１に示す。 

なお、下図に示すフロー図では、処理余力を施設最大利用時の数値を用いるが、利尻町及び利尻富士町の使用比 

率を１：１として推計を行った。 

その結果、焼却処理・埋立処理ともに島内のみでの処理は不可能であるため、島外における広域処理等の特別処 

理を行う必要がある。 

また、津波堆積物については、可能な限り再生資材としてリサイクル処理を行うものとするが、専門的見解によ 

り焼却または埋立処分が適当と判断された場合は、処理余力に応じ島内処理または特別処理を行う。 

 

２．３災害廃棄物処理フロー 

（１）北海道北西沖（沿岸側）の地震 

北海道北西沖（沿岸側）の地震の災害廃棄物処理フローを図２．３．１に示す。 

なお、下図に示すフロー図では、処理余力を施設最大利用時の数値を用いるが、利尻町及び利尻富士町の使用比率を１：

１として推計を行った。 

その結果、焼却処理は約１年半、埋立処理は約２年半とどちらも３年以内の自区内処理が可能である。 

また、津波堆積物については、可能な限り再生資材としてリサイクル処理を行うものとするが、専門的見解により焼却ま 

たは埋立処分が適当と判断された場合は、処理余力に応じ自区内処理または特別処理を行う。 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

ごみ

（g/人・日）

し尿

（ℓ/人・日）

ごみ

（t/日）

し尿

（㎘/日）

北西沖（沿岸側）の地震 450 0.4 0.8

北西沖（沖側）の地震 1,011 0.8 1.7

北西沖（沿岸側）の地震 1,468 1.2 2.5

北西沖（沖側）の地震 905 0.8 1.5

区分

避難者数又は

在宅者数

（人）

発生源単位 発生量

対象とする災害

生活

839 1.7

1.7839

避難所

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

北海道北西沖（沿岸側）の地震 1,466 19.5 9.8 4.9 0.8

北海道北西沖（沖側）の地震 5,724 76.3 38.2 19.1 3.0

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

北海道北西沖（沿岸側）の地震 1,466 21.6 10.9 5.4 1.1

北海道北西沖（沖側）の地震 5,724 84.2 42.4 21.2 4.2

1,925

最大利用高位シナリオ中位シナリオ低位シナリオ

処理区分

焼却処理 75 150 300

災害廃棄物

発生量

（t）

対象とする災害

最大利用

埋立処分 68 135 270 1,352

処理区分 対象とする災害

災害廃棄物

発生量

（t）

低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ

ごみ

（g/人・日）

し尿

（ℓ/人・日）

ごみ

（t/日）

し尿

（㎘/日）

避難所 F0203（連動）冬・夕 940 839 1.7 0.8 1.6

生活 F0203（連動）冬・夕 721 839 1.7 0.6 1.2

区分

避難者数又は

在宅者数

（人）

発生源単位 発生量

対象とする災害

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

焼却処理 Ｆ０２Ｆ０３（連動） 117,375 75 1,565.0 150 782.5 300 391.3 1,925 61.0

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

処理量

（t/年）

処理期間

（年）

埋立処分 Ｆ０２Ｆ０３（連動） 117,375 68 1,726.1 135 869.4 270 434.7 1,300 90.3

最大利用高位シナリオ中位シナリオ低位シナリオ

処理区分

災害廃棄物

発生量

（t）

対象とする災害

最大利用

処理区分 対象とする災害

災害廃棄物

発生量

（t）

低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ
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章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 F02F03（連動）モデルの地震の災害廃棄物処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 北海道北西沖（沿岸側）の地震の災害廃棄物処理フロー 

（２）北海道北西沖（沖側）の地震 

北海道北西沖（沖側）の地震の災害廃棄物処理フローを図２．３．２に示す。 

なお、下図に示すフロー図では、処理余力を施設最大利用時の数値を用いるが、利尻町及び利尻富士町の使用比率を１： 

１として推計を行った。 

その結果、焼却処理・埋立処理ともに自区内だけでは処理が困難であるため、広域処理等の特別処理を行う必要がある。 

また、津波堆積物については、可能な限り再生資材としてリサイクル処理を行うものとするが、専門的見解により焼却ま 

たは埋立処分が適当と判断された場合は、処理余力に応じ自区内処理または特別処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2 北海道北西沖（沖側）の地震の災害廃棄物処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

  
処理余力 2,888 t/3年 焼却量 0 t/3年

1,466 t/年 焼却量 1,466 t/3年 特別焼却率 0.0 ％

18.0 ％ 自区内焼却率 100.0 ％

焼却灰 293 t/3年

処分余力 2,028 t/3年 埋立量 0 t/3年

埋立処分量 1,759 t/3年 特別処分率 0.0 ％

1,466 t/年 自区内処分率 100.0 ％

18.0 ％

4,236 t/年 資源化量 4,236 t/3年

52.0 ％ 構成割合 52.0 ％

538 t/年 資源化量 538 t/3年

6.6 ％ 構成割合 6.6 ％

440 t/年 資源化量 440 t/3年

5.4 ％ 構成割合 5.4 ％

0 t/年 資源化量 0 t/3年

0.0 ％ 構成割合 0.0 ％

31.0 t/年 資源化量 31.0 t/3年

100.0 ％ 構成割合 100.0 ％

8,146 t/年 資源化量 20,352 t/3年

100.0 ％ 構成割合 64.0 ％

リサイクル量

コンクリートがら

金属くず

柱角材

その他

津波堆積物

災害廃棄物発生量

破砕処理（がれき）

再生利用事業者

破砕処理（木くず）

再生資源（その他）

再生資源（土材等）

不燃物

自区内処理（焼却） 特別処理（焼却処理）

自区内処理（最終処分） 特別処理（最終処分）

可燃物

被

災

現

場

仮

置

場

処理余力 2,888 t/3年 焼却量 2,836 t/3年

5,724 t/年 焼却量 2,888 t/3年 特別焼却率 49.5 ％

18.0 ％ 自区内焼却率 50.5 ％

焼却灰 578 t/3年

処分余力 2,028 t/3年 埋立量 4,274 t/3年

埋立処分量 2,028 t/3年 特別処分率 67.8 ％

5,724 t/年 自区内処分率 32.2 ％

18.0 ％

16,536 t/年 資源化量 16,536 t/3年

52.0 ％ 構成割合 52.0 ％

2,099 t/年 資源化量 2,099 t/3年

6.6 ％ 構成割合 6.6 ％

1,717 t/年 資源化量 1,717 t/3年

5.4 ％ 構成割合 5.4 ％

0 t/年 資源化量 0 t/3年

0.0 ％ 構成割合 0.0 ％

61.2 t/年 資源化量 61.2 t/3年

100.0 ％ 構成割合 100.0 ％

31,801 t/年 資源化量 20,413 t/3年

100.0 ％ 構成割合 64.0 ％

不燃物

自区内処理（焼却） 特別処理（焼却処理）

可燃物

自区内処理（最終処分） 特別処理（最終処分）

コンクリートがら 破砕処理（がれき）

金属くず 再生利用事業者

柱角材 破砕処理（木くず）

その他 再生資源（その他）

津波堆積物 再生資源（土材等）

災害廃棄物発生量 リサイクル量

被

災

現

場

仮

置

場

処理余力 2,888 t/3年 焼却量 18,239 t/3年

21,127 t/年 焼却量 2,888 t/3年 特別焼却率 86.3 ％

18.0 ％ 自区内焼却率 13.7 ％

焼却灰 578 t/3年

処分余力 2,028 t/3年 埋立量 19,099 t/3年

埋立処分量 2,028 t/3年 特別処分率 90.4 ％

21,127 t/年 自区内処分率 32.2 ％

18.0 ％

61,035 t/年 資源化量 61,035 t/3年

52.0 ％ 構成割合 52.0 ％

7,747 t/年 資源化量 7,747 t/3年

6.6 ％ 構成割合 6.6 ％

6,338 t/年 資源化量 6,338 t/3年

5.4 ％ 構成割合 5.4 ％

0 t/年 資源化量 0 t/3年

0.0 ％ 構成割合 0.0 ％

61.2 t/年 資源化量 61.2 t/3年

100.0 ％ 構成割合 100.0 ％

117,375 t/年 資源化量 75,181 t/3年

100.0 ％ 構成割合 64.1 ％

その他 再生資源（その他）

津波堆積物 再生資源（土材等）

災害廃棄物発生量 リサイクル量

コンクリートがら 破砕処理（がれき）

金属くず 再生利用事業者

柱角材 破砕処理（木くず）

不燃物

自区内処理（焼却） 特別処理（焼却処理）

可燃物

自区内処理（最終処分） 特別処理（最終処分）

被

災

現

場

仮

置

場
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章 項 頁 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

2 4 27～

29 

(８) 災害用トイレ 

２）仮設トイレの必要基数 

災害が発生した場合の仮設トイレ必要基数の推計方法については、資料編の資料-31に示すとおりである。 

F02F03（連動）モデルでは避難所避難者数が９４０人と示されており、仮設トイレの必要基数は、表２．４．６に 

示すとおりである。 

 

表 2.4.6 仮設トイレの必要基数 

 

 

 

 

 

 

 

４）災害用トイレの必要数 

発災後、仮設トイレ等の必要な場所及び数量を把握した上で、避難所については速やかに備蓄している仮設ト 

イレ（汲取）及び簡易トイレ等を設置し、また、断水世帯については、自宅トイレの便座等に装着して使用できる 

携帯型トイレを配布する。 

なお、断水世帯に対する携帯型トイレの必要量については、表２．４．８に示すとおりである。 

 

表 2.4.8 携帯型トイレの必要数 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）仮置場候補地の選定、確保 

２）仮置場面積の推計 

仮置場面積の推計においては、資料編の資料-35 に示す方法により推計を行う。一次仮置場、二次仮置場の区分 

はなく、可燃物・不燃物ごとに仮置場面積を推計し合計することとしている。 

推計結果は表２，４，10 に示すとおり、F02F03（連動）モデルでは 39,993㎡の仮置場面積が必要となるが、当地 

域において必要面積の仮置場を確保することは困難であることから、島外への迅速な輸送処理等を行う必要があ 

る。 

 

表 2.4.10 仮置場必要面積の推計結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 災害用トイレ 

２）仮設トイレの必要基数 

災害が発生した場合の仮設トイレ必要基数の推計方法については、資料編の資料-31に示すとおりである。北海道北西 

沖（沿岸側）の地震による避難者数は 450人、北海道北西沖（沖側）の地震による避難者数は 1,011人と予想されており、 

仮設トイレの必要基数は、表２．４．６に示すとおりである。 

 

表 2.4.6 仮設トイレの必要基数 
 

 

 

 

 

 

 

４）災害用トイレの必要数 

発災後、仮設トイレ等の必要な場所及び数量を把握した上で、避難所については速やかに備蓄している仮設トイレ（汲 

取）及び簡易トイレ等を設置し、また、断水世帯については、自宅トイレの便座等に装着して使用できる携帯型トイレを 

配布する。 

なお、断水世帯に対する携帯型トイレの必要量については、表２．４．８に示すとおりである。 

 

表 2.4.8 携帯型トイレの必要数 
 

 

 

 

 

 

 

 

（９）仮置場候補地の選定、確保 

２）仮置場面積の推計 

仮置場面積の推計においては、資料編の資料-35 に示す方法により推計を行う。一次仮置場、二次仮置場の区分はなく、可 

燃物・不燃物ごとに仮置場面積を推計し合計することとしている。 

推計結果は表２，４，10 に示すとおり、北海道北西沖（沿岸側）の地震の場合はおよそ 2,783 ㎡、北海道北西沖（沖側）

の地震の場合はおよそ 10,866 ㎡の仮置場面積が必要となる。 

 

表 2.4.10 仮置場必要面積の推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

対象とする災害
避難者数

（人）

仮設トイレ設置目安

（人/基）

仮設トイレ必要基数

（基）

北海道北西沖（沿岸側）の地震 450 6

北海道北西沖（沖側）の地震 1,011 13

78

対象とする災害
在宅者数

（人）

断水率

（％）

１人あたり使用回数

（回/人・日）

使用日数

（日間）

簡易型災害用トイレ

必要数

北海道北西沖（沿岸側）の地震 1,468 10.0 2,202

北海道北西沖（沖側）の地震 905 10.0 1,358

5 3

対象とする災害 廃棄物種類
災害廃棄物発生量

（t）

仮置場必要面積

（㎡）

可燃物 1,906 1,270.8

不燃物 6,240 1,512.7

計 8,146 2,783.5

可燃物 7,441 4,960.9

不燃物 24,359 5,905.3

計 31,800 10,866.2

北海道北西沖（沿岸側）の地震

北海道北西沖（沖側）の地震

対象とする災害
避難者数

（人）

仮設トイレ設置目安

（人/基）

仮設トイレ必要基数

（基）

Ｆ０２Ｆ０３（連動） 940 78 13

対象とする災害
在宅者数

（人）

断水率

（％）

１人あたり使用回数

（回/人・日）

使用日数

（日間）

簡易型災害用トイレ

必要数

Ｆ０２Ｆ０３（連動） 721 10.0 5 3 1,082

対象とする災害 廃棄物種類
災害廃棄物発生量

（t）

仮置場必要面積

（㎡）

可燃物 27,465 18,310

不燃物 89,971 21,811

計 117,436 40,121

Ｆ０２Ｆ０３（連動）
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【資料編】 

資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

資料 12 ５ 地震・津波被害想定の対象地震(断層モデル) 

対象とする地震・津波被害の地震発生の断層モデルは、図 5-1に示すとおりである。 

 

     
 

出典：日本海沿岸の地震・津波被害想定(令和７年度(北海道)) 

図 5-1 対象とする地震の発生位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地震・津波被害想定の対象地震 

  対象とする地震・津波被害の地震発生位置は、図 5-1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編）【2020 年 12 月】を編集 

図 5-1 対象とする地震の発生位置図 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

北海道北西沖の

断層モデル 〈利尻町に被害をもたらすとされる地震(断層モデル)〉 

⑦ Ｆ０１ 

⑧ Ｆ０２Ｆ０３(連動) 

⑨ Ｆ０３Ｄ 

⑩ Ｆ０６ 

⑪ Ｆ０６Ｄ 

⑫ Ｆ０９ 

 

〈最も被害が甚大な断層モデル〉 

Ｆ０２Ｆ０３(連動) 

 

〈最大津波高〉 

９．７ｍ 

 

〈最大津波到達時間〉 

７分 
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

資料 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）地震・津波の被害想定 

  日本海沿岸の地震において影響が大きいと考えられる 6 つの断層モデルを利尻町地域防災計画で示している。 

  6 つのモデルのうち、本町において最も被害が大きいと想定される F02F03（連動）モデルの被害については、以

下のとおり。 

 Ｆ０２Ｆ０３（連動）モデルの被害 

  〈人的被害〉  死者数            20～170名 

         負傷者数          130～380名 

         要救助者数         40～100名 

         低体温症要退所者数 50～100名 

     〈建物被害〉 全壊       580～1000棟 

 

     

３）地震・津波の被害想定 

  北海道は、日本海沿岸の地震において影響が大きいと考えられる 6 つの想定地震を基にしたモデルを北海道地域防災計画

（地震・津波防災計画編）で示している。 

  6 つの想定地震のうち、本町に被害が及ぶと想定される地震は、北海道北西沖の沿岸側と沖側の 2 つの地震であり、影響

は次のとおりである。 

 ①北海道北西沖（沿岸側）の地震 

   稚内市～初山別村及び積丹町、利尻町の海岸で津波推移が 5ｍを超える場所もある。礼文島、利尻島、天売島、焼尻島

は波源域に位置することから、地震発生後津波が到達する。羽幌町以北でも地震発生後 20 分以内に初期水位から 1ｍ以上

の水位上昇が生じる。 

   人的被害は、避難意識が低い場合で、構造物の効果がある場合に 80～290 人、効果がない場合には 110人～340人の死

者が発生し、特に稚内市、羽幌町で被害が大きい。建物被害は、全体で 700棟弱～800 棟強の全壊が生じ、特に稚内市で

は 400 棟弱～450棟強の全壊被害が発生する。 

 ②北海道北西沖（沖側）の地震 

   礼文島の西海岸で 10ｍを超える津波が到達するほか、津波水位が礼文島全海岸、利尻島、増毛町で 5ｍを超え、石狩市

以北で 3ｍ以上になる。1ｍ以上の水位上昇が生じる時間は、最も早い礼文島で 30 分前後となる。 

   人的被害は、避難意識が低い場合で、構造物の効果がある場合には 60～220人、構造物の効果がない場合には 90～270

人の死者が発生し、特に石狩市、小樽市、礼文町で被害が大きい。建物被害は、構造物の効果がある場合には 900 棟強の

全壊が発生し、特に礼文町では 400 棟を超える全壊が発生する。構造物の効果がない場合では、稚内市では 300 棟強の全

壊が発生し、全体では 1,300棟強の全壊が発生する。 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

資料 19 表 7-2 被害想定推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月現在(防災情報室調べ) 

 

表 7-3 被害想定推計方法 

         
令和７年地震・津波被害想定を基に算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7-2 被害想定推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：利尻町防災情報室資料を基に作成 

 

表 7-3 被害想定推計方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：利尻町防災情報室資料を基に作成 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

5 町防災情報室資料より 7.5 町防災情報室資料より

7.5 津波の高さ×1.5 11.3 津波の高さ×1.5

244 54戸+（76戸×2.5ｍ） 548 54戸+（76戸×6.5ｍ）

全壊 54 5ｍ以下の戸数 244 54戸+（76戸×2.5ｍ）

半壊 67 244戸-54戸×掛け率0.35 125 548戸-244戸×掛け率0.41

床上浸水 53 244戸-54戸×掛け率0.28 67 548戸-244戸×掛け率0.22

床上浸水 70 244戸-54戸×掛け率0.37 112 548戸-244戸×掛け率0.37

北海道北西沖（沖側）の地震

推計方法

北海道北西沖（沿岸側）の地震

項目

内

訳

想定地震

津波の高さ（m）

遡上（ｍ）

被災戸数（戸）

単位 5m以下 10m以下

浸水面積 ㎡ 1,290 2,550

被災戸数 戸 54 434

5m～10mの標高1mあたりの家屋戸数・・・380戸/5m＝76戸

利尻町ハザードマップにおける浸水区域家屋戸数

5m～10mに位置する家屋戸数・・・434戸-54戸＝380戸

単位 5m以下 10m以下

浸水面積 ㎡ 1,290 2,550

被災戸数 戸 54 434

5m～10mの標高1mあたりの家屋戸数・・・380戸/5m＝76戸

利尻町ハザードマップにおける浸水区域家屋戸数

5m～10mに位置する家屋戸数・・・434戸-54戸＝380戸
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

資料 20 表 7-4 各断層モデルごとの被害想定 

  
 

  

表 7-4 北海道北西沖（沿岸側）の地震による当町の被害想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編）【令和 2 年 12月】及び 

利尻町防災情報室資料を基に作成 

注1） 建物被害数（全項目）×平均世帯人数（令和４年４月末人口÷令和 4年 4 月末世帯数）＝避難者

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

単位 被害量

最大震度 マグニチュード 7

津波の高さ ｍ 5

遡上 ｍ 7.5

全壊 戸 54

半壊 戸 67

床上浸水 戸 53

床下浸水 戸 70

低・夏 人 3

低・冬 人 3

高・夏 人 0

高・冬 人 0

重傷・夏 人 5

重傷・冬 人 4

中等・夏 人 12

中等・冬 人 10

道路被害延長 km 8.55

道路被害区間 区間 41

上水道被害 箇所 0

下水道被害 箇所 0

ガス被害 箇所 0

電力被害 箇所 0

通信（電話）被害 箇所 0

津波浸水面積 ㎡ 1,290

避難者数 人 450

被害項目

建物被害（構造物の効果なし）

人的被害（死者数：構造物の効果なし）

人的被害（負傷者数：構造物の効果なし）

ライフライン被害（構造物の効果なし）
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

資料 21 

  
 

表 7-5 北海道北西沖（沖側）の地震による当町の被害 

削除 

表 7-5 北海道北西沖（沖側）の地震による当町の被害想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編）【令和 2 年 12月】及び利尻町防災情報室 

資料を基に作成 

注 1）建物被害数（全項目）×平均世帯人数（令和４年４月末人口÷令和 4年 4 月末世帯数）＝避難者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海沿岸の地震・津波被害想

定の公表に伴う。 

 

重 要 

単位 被害量

最大震度 マグニチュード 7

津波の高さ ｍ 7.5

遡上 ｍ 11.3

全壊 戸 244

半壊 戸 125

床上浸水 戸 67

床下浸水 戸 112

低・夏 人 5

低・冬 人 5

高・夏 人 0

高・冬 人 0

重傷・夏 人 7

重傷・冬 人 7

中等・夏 人 18

中等・冬 人 17

道路被害延長 km 21.58

道路被害区間 区間 86

上水道被害 箇所 0

下水道被害 箇所 0

ガス被害 箇所 0

電力被害 箇所 0

通信（電話）被害 箇所 0

津波浸水面積 ㎡ 2,550

避難者数 人 1,011

被害項目

建物被害（構造物の効果なし）

人的被害（死者数：構造物の効果なし）

人的被害（負傷者数：構造物の効果なし）

ライフライン被害（構造物の効果なし）
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

資料 31～33 ９ 

(2)  民間事業者との締結協定資料 

 

  

９ 

(2)  民間事業者との締結協定資料 

   

 
 

 

 

 

令和６年度に締結した協定を

追加するとともに欠落してい

た協定を追加 

 

重 要 
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区分 
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 
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資料番号 変更内容 利尻町災害廃棄物処理計画(R5.3) 変更理由 区 分 

資料 35 （３）災害対策トイレ等の備蓄数 

災害対策トイレとして使用する簡易型トイレは、表 10-2 に示すとおりであり、いずれも防災倉庫（旧仙法志中 

学校体育館）へ保管をしている。 

 
表 10-2 災害対策トイレ等の備蓄数及び保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

備蓄品名 備蓄数(R7.3現在) 保管場所 

簡易型トイレ 102個 各防災倉庫 

トイレ袋 12,000枚 各防災倉庫 

（３）災害対策トイレ等の備蓄数 

災害対策トイレとして使用する簡易型トイレは、表 10-2 に示すとおりであり、いずれも防災倉庫（旧仙法志中学校体育 

館）へ保管をしている。 

 
表 10-2 災害対策トイレ等の備蓄数及び保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備蓄品名 備蓄数 保管場所 

簡易型トイレ 102個 防災倉庫（旧仙法志中学校体育館） 

トイレ袋 6,100枚 防災倉庫（旧仙法志中学校体育館） 

在庫数及び保管場所を更新 軽 微 

 

りしりちょう 

利尻町 

防災倉庫（旧仙法志中学校体育館） 

りしりちょう 

利尻町 

仙法志防災倉庫（旧仙法志中学校体

育館） 

沓形防災倉庫 

図 10-1 防災倉庫位置図 


